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令和７年度労働災害発生状況・災害事例紹介

令和８年の法改正事項の解説
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※本発表資料は大会終了後、６月15日までに
恵那労働基準監督署 HPに掲載いたします。
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・災害発生件数は151件と、 昨年の135
件に比べ16件増加しました。
第三次産業での災害が急増したのが主
な要因です。
・死亡災害は、令和５年11月以来
発生していません。
・建設業は、４年連続死亡災害ゼロを
達成しています。

冊子９頁
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・災害発生件数は微減しました。
（昨年比-45件）。
・死亡災害発生件数は、半分以下にな
りました。
（計６件、昨年比-10件）。
・交通事故での死亡災害が大きく減少
したことが主な要因です。



建設業 ２件

33%

商業等の事業

１件

17%

製造業 ３件

50%
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・死亡災害が最も多いのは「製造業」
で、次いで建設業と続いています。
・建設業は昨年６件発生していたとこ
ろ、２件まで減りました。
・昨年５件発生していた運送業の死亡
災害は、昨年は発生していません。

令和７年 岐阜県内の死亡災害発生状況
（岐阜労働局）

建設業 

６件

38%運送業

５件

31%

商業等の事業

３件

19%

製造業

１件

6%

農林・畜産

水産業 １件

6%

令和６年 岐阜県内の死亡災害発生状況
（岐阜労働局）



墜落・転落, 

３件, 50%

崩壊・倒壊, 

１件, 16%

はさまれ・巻き

込まれ, １件, 

17%

激突され, １件, 17%

全産業
６件

事故の型別労働災害発生状況
（全産業、死亡災害）
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・事故の型は、 「墜落・転落」が最多
となっています。その他は「崩壊、倒
壊」「はさまれ・巻き込まれ」「激突
され」で１件ずつ発生しています。
・令和６年も交通事故に次いで「墜
落・転落」が多い状況でした。発生件
数も令和６年から減っておらず、対策
が求められます。

令和７年 岐阜県内の死亡災害発生状況
（岐阜労働局）
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商業等の事業

993件

44%

製造業 733件

33%

運送業 209件

9%

建設業 222件

10%

農林・畜産

水産業 84件 4%

鉱業 ６件

0%

・労働災害が最も多いのは「商業等の
事業」となっています。続いて、「製
造業」が続いています。これら２業種
のみで全体の発生率の3/4を占めている
状況です。
・「建設業」「運送業」の労働災害発
生件数は、全体の２割程度に落ち着い
ています。

令和７年 岐阜県内の労働災害発生状況
（岐阜労働局）

全産業
2,247件
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・労働災害で最も多いのは「転倒」と
なっています。続いて「墜落・転落」 
「動作の反動・無理な動作」 「はさま
れ・巻き込まれ」と続いています。
・死亡災害が多かった災害が、休業災
害としても多くなっています。
普段から起こりやすい災害が、死亡災
害に繋がっているようです。

転倒, 597件, 

26%

墜落・転落, 

384件, 17%
はさまれ・巻

き込まれ, 

260件, 12%

動作の反動・

無理な動作, 

294件, 13%

その他, 

712件, 32%

全産業
2,247件

令和７年 岐阜県内の労働災害発生状況
（岐阜労働局）

※７月以降に商業等の事業を対象に、『危険体感ロールプレイ講習』を
開催できるよう計画中です。
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昨年は…

• 建設業・運送業⇒死亡リスクのある作業から、どれだけ危険性を取り除

けるか・減らせるかを考慮する必要がある。

• 商業・製造業⇒労働災害の件数が多いため、労働災害を減らすための取

り組みを広げていく必要がある。

今年は…？
•「墜落・転落」「はさまれ・巻き込まれ」等、労働災害の発生

件数の多い事故が、そのまま死亡労働災害に直結している。

•社内で多く発生している労働災害を分析し、災害を減らすため

に何をすればよいか対策を講じていくことが、そのまま死亡災

害の発生リスクを減らす結果に繋がっていく。



業種 機械器具製造業 性別 男 年齢 10代 経験期間 ２月 休業期間 ６か月

災害発生状況

裁断機で原紙を切断する際、原紙を固定していたテープが

ローラーに貼りついたため、機械を停止させ裁断機の切断部

のすき間に左手を入れて貼りついたテープを取り除こうとし

たところ、「逆転スイッチ」を押すところ誤って「刃物１サ

イクル起動」スイッチを押し裁断機が稼働した結果、左５指

を切断した。

災害発生原因

・刃の間に手を入れていたこと。

・スイッチを押し間違えたこと。

・光線式安全装置が機能していなかったこと。

・ローラーにテープが貼ついたこと。

再発防止対策

・非定常作業時の作業手順書を作成し、関係労働者に安全教育を行うこと。

・１サイクルスイッチの誤操作防止のため両手操作式にする、ローラー寸動スイッチを裁断機のローラー設置箇所に移設し、容易に

識別できるようにすること。

・安全装置がいかなる状態でも機能するようにすること。

・非定常作業が発生しないよう、トラブルの回避方法と成功の要因を見える化すること。

災害事例紹介①

10

裁断機で左手５指を切断

冊子10頁～15頁



業種
一般貨物自動車

運送業
性別 男 年齢 50代 経験期間 ３年 休業期間 １か月

災害発生状況

古紙の荷下ろしのためにウイング・アオリ等のキャッチを

外していたところ、先に作業をしていたトラックによる荷下

ろし後の古紙がまだ地面に散らばっており、これに気づかず

古紙の上に乗ってしまい、足を滑らせ転倒した。

災害発生原因

・前に荷下ろしをした作業員の後片付けが十分ではなかった

こと。

・荷下ろしのために視線が上を向いており、足元に注意が向

かなかったこと。

再発防止対策

・荷下ろしする箇所には、転倒の原因となるものを置かないこと。定期的に掃除すること。

・荷下ろしを行う前に、一度トラックの周囲を一周し、周囲及び足元の確認を行うこと。転倒のおそれがある場合は、原因物を除去

すること。

・荷主・配送業者双方で職場の安全ルールについて定め、相互に共有すること。

災害事例紹介②
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荷下ろしの最中に地面に散らばっていた古紙で滑り転倒

冊子10頁～15頁



業種 ゴルフ場 性別 男 年齢 40代 経験期間 21年 休業期間 ５日

災害発生状況

ゴルフ場コース内にて作業をしている際に、天気が回復し、

気温が急激に上昇したため、熱中症になり気分が悪くなった。

災害発生原因

・天気が回復したため、気温変化に身体が慣れる前に気温が

急上昇したこと。

・空からの高温に晒されるだけではなく、地面からの照り返

しにより、周囲の気温が上がりやすい環境にあったこと。

再発防止対策

・応急措置を行える準備を予めしておくこと。

・熱中症が発生しやすくなる環境・状況について予め把握し、労働者に情報提供すること。

・熱中症を発症した際の報告体制や対応方法について事前に社内で決定しておくこと。

災害事例紹介③
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天気が回復し気温が急上昇したため熱中症を発症

冊子10頁～15頁



近年の熱中症の発生状況について
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熱中症に係る死亡災害は
暫く発生していませんが、
発生件数は右肩上がりです。
昨年、法改正もありましたが、

引き続き対策と警戒を
よろしくお願いします！

冊子16頁
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令和8年前後の法改正事項の解説です。

①個人事業主等の安全衛生対策の推進

②職場のメンタルヘルス対策の推進

③化学物質による健康障害防止対策の推進

④高年齢労働者の労働災害防止の推進

⑤治療と就業の両立支援の推進

⑥機械等による労働災害防止の促進

知っておきたい法令改正



概要は下記パンフレットをご覧ください
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パンフレット内に二次元
コードがついていますので、
そちらから条文・告知を
調べることもできます。

冊子20頁



１ 個人事業主等の安全衛生対策の推進

16

OK！

１（１）注文者等の配慮

労働安全衛生法第３条第３項に規定さ

れている注文者などへの注文時の施工

方法や工期などに対する配慮規定につ

いて、今回の法改正により、こうした

規定が建設工事以外の注文者にも広く

適用されることを明確化した。

１（２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大

②特定元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の災害防止のため

に講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事

者に拡大された。また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために

講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされた。

具体的には安衛法第20～25条に該当する条文が、

個人事業主を含めて、事業者に適用になる。

（元請事業場の場合は、安衛法第31条）

工事が遅れてる
から
工期も伸ばして
おきましたヨ

Ｒ８.４施行

Ｒ７.５施行



１ 個人事業主等の安全衛生対策の推進
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安衛法第20条～25条、31条に該当する条文はたくさんありますので、詳しくはE-Gov等で検索してみてください。

安衛則519条・563条
高所・足場からの墜落防止措置

安衛則528条
脚立使用時の措置

安衛則131条
プレス・シャーの安全装置

......

安衛則151条の25
荷役系機械の作業前点検未実施

安衛則28条・101条・117条
安全規格を具備しない機械の使用

Ｒ８.４施行



１ 個人事業主等の安全衛生対策の推進
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措置を講じることが義務になったことから、一人親方等であっても、監督署に対する申告が可能になりました。

！！！

Ｒ８.４施行



１ 個人事業主等の安全衛生対策の推進
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労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則関係

１（３）業務上災害報告制度の創設

個人事業者等の業務上
災害が発生した場合には、
災害発生状況などについ
て、厚生労働省に報告さ
せることができることと
した。

報告主体や報告事項な
どの報告の仕組みの詳細
は今後、関連する法令等
により示すこととしてい
る。

Ｒ９.１施行

詳細については
今後決定されます。



１ 個人事業主等の安全衛生対策の推進
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◼ 労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則関係

１（４）個人事業者等自身への義務付け

個人事業者等自身に対して、労働
者と同一の場所において作業を行
う場合に、

①構造規格や安全装置を具備しない
機械などの使用の禁止

②特定の機械などに対する定期自主
検査の実施

③危険・有害な業務に就く際の安全
衛生教育の受講

などを義務付け

１（５）作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け

作業場所管理事業者（仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理する
ものをいいます。）に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従
事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連
絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられた。

危険な機械を
使わさせられるのは
当然ダメだけど、

自分自身でも危険なモノ
を使っているかどうか、
普段からしっかりと
気を配らないとね…

Ｒ９.４施行

Ｒ９.４施行



改正のポイント
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◼ 労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則関係

２ 職場のメンタルヘルス対策の推進

ストレスチェックについて、現在当分の間努

力義務となっている、

常用労働者数50人未満の事業場においても、

ストレチェックや高ストレス者への面接指導の

実施が義務付けられた。

国においても小規模事業者が円滑に制度改正

に対応できるよう、50人未満の事業場に即した

ストレスチェックの実施体制・実施手法につい

てのマニュアルの作成や、医師による高ストレ

ス者への面接指導の受け皿となる地域産業保健

センター（地さんぽ）の体制拡充などの支援を

進めていく予定である。

公布後３年以内

冊子24頁

※11月に監督署と恵那保健所の共催
（後援：恵那労働基準協会）で、
メンタルヘルスに係る講習会を開催予定です。



改正のポイント
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◼ 労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則関係

３ 化学物質による健康障害防止対策等の推進

１・化学物質の譲渡・提供時における危険性及び有害性情報の通知SDS：安全

データシートの交付の履行確保のため、通知義務違反に対する罰則が新たに設

けられるとともに、通知事項を変更した場合の再通知が義務化された。

２・SDSについて、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合に

おいては、有害性が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名につ

いて、代替化学名等での通知が認められることとなった。

３・危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、その場所で

働く労働者が化学物質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露

測定について、その測定精度を担保するため、個人ばく露測定を作業環境測

定の一部として位置づけ、有資格者必要な講習を受講した作業環境測定士など

が作業環境測定基準に従って行うことが義務化した。

公布後５年以内

Ｒ８.４施行

Ｒ８.10施行



改正のポイント
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◼ 労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則関係

４ 機械等による労働災害防止の促進等

危険な作業を必要とする特定機械等（ボイラー、クレーンなど）に対して義務付け

られている製造許可や製造時等検査などの制度について、

①製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計が構造規格に適合しているかの審査

について、登録を受けた民間機関が行うことが可能に

②製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーン及びゴンドラについても登

録を受けた民間機関が検査を行うことが可能となる。あわせて、特定機械等の製造

時等検査・性能検査や、個別検定・型式検定について基準を定め、登録機関がこの

基準に従って検査・検定を行わなければならないことを明記した。

③フォークリフトなどの一定の機械に対して義務付けられている特定自主検査につい

て、基準を定め、登録検査業者はこの基準に従って検査を行わなければならないと

された。また、フォークリフトの運転業務などの業務に従事するために必要な技能

講習について、不正に技能講習修了証やこれと紛らわしい書面の交付を禁止すると

ともに、不正を行った場合の回収命令、欠格期間の延長が規定された。
Ｒ８.１施行

Ｒ８.４施行

Ｒ８.４施行



改正のポイント
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◼ 労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則関係

高年齢労働者の労働災害防止の推進

•高年齢労働者の労働災害の防止を図る

ため、高年齢労働者の特性に配慮した

作業環境の改善、作業管理などの必要

な措置を講ずることが事業者の努力義

務となった。

•また、国において、事業者による措置

の適切かつ有効な実施を図るための指

針を定めることとしており、事業者の

方には、指針に基づいた取り組みを

行っていただく必要がある。

Ｒ８.４施行

厚生労働省 いきいき健康体操

※９/２に監督署主催で、高年齢者向け安全講習会を開催予定です。
場所：恵那市共同福祉会館（岐阜県恵那市長島町正家１-５-13）



改正のポイント
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◼ 労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則関係

治療と就業の両立支援の推進

•職場における治療と就業の両

立を促進するために必要な措

置を講じることが事業者の努

力義務となった。

• また、国において、当該措置

の適切かつ有効な実施を図る

ための指針を定めることとし

ており、事業者の方には、指

針に基づいた取り組みを行っ

ていただく必要がある。

Ｒ８.４施行

冊子26頁



その他の改正事項
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◼ 労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則関係

産業医の辞任時等の報告の義務付けについて

•産業医の辞任、解任又は退任

（以下「辞任等」という。）

があった場合に、所轄労働基

準監督署長へ、当該産業医の

氏名及び辞任等の年月日等を

遅滞なく報告することを義務

付けた（労働安全衛生規則

（昭和47 年労働省令第32 号。

以下「安衛則」という。）第

13 条第５項関係）。

Ｒ８.８施行
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１.経営トップはゼロ災へ
の意思表明を行うこと
２.労使が一丸となって、
安全への取組を行うこと
３.目標達成のための努力
を惜しまないこと

令和８年６月10日（水）ゼロ災トライアル推進大会
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